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１  鶴ヶ島市障害者支援協議会設置要綱  

 

（目的） 

第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 

法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３の規定に基づき、地域におけ 

る障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連 

携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行 

う場として、鶴ヶ島市障害者支援協議会（以下「協議会」という。）を設置し、 

障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の自立した日常生活及び社会 

生活の促進を図り、障害児の保護者又は介護者の福祉の向上に資することを目 

的とする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

(2) 困難な事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 地域の社会資源の開発、改善等に関すること。 

(4) 委託相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事

業者の運営評価等に関すること。 

(5) 基幹相談支援センター等機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業

の活用等、相談支援の体制整備に関すること 

(6) 鶴ヶ島市障害者支援計画に関すること。 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 保健・医療関係者 

 (2) 教育・雇用関係機関 

 (3) 民生委員・児童委員 

 (4) 社会福祉協議会職員 

(5) 障害者関係団体 

(6) 障害者等、障害児の保護者又は介護者 

資料  計画の策定体制               
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(7) 障害福祉サービス事業者 

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、 

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す 

るところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くこ 

とができる。 

（専門部会） 

第７条 協議会は、専門の事項を協議するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は、専門的知識を有する者及び関係機関等のうちから市長が 

委嘱する。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、健康福祉部障害者福祉課に置く。 

（守秘義務） 

第９条 協議会及び専門部会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他 

に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行後、第３条に基づき最初に委嘱された委員の任期は、第４条

第１項の規定に関わらず平成２７年３月３１日までとする。 
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【委員名簿】  

会  長  本名  靖  

副会長   菊本  圭一  

№  区 分  委 員 構 成  氏  名  所 属  

１  １ 号  保 健 ・ 医 療 関 係 者  加 藤 新 一 朗  坂 戸 保 健 所  

２  ２ 号  教 育 ・ 雇 用 関 係 機 関  小 松  祐 樹  川 越 公 共 職 業 安 定 所  

３  ２ 号      〃  中 田  雅 也  市 教 育 委 員 会  

４  ２ 号      〃  北 村  明 春  毛 呂 山 特 別 支 援 学 校  

５  ３ 号  民 生 委 員 ・ 児 童 委 員  武 田  和 子  民 生 委 員 ・ 児 童 委 員  

６  ４ 号  社 会 福 祉 協 議 会 職 員  菊 本  圭 一  社 会 福 祉 協 議 会  

７  ５ 号  障 害 者 関 係 団 体  長 岡  保  鶴 ヶ 島 視 覚 障 害 者 の 会  

８  ５ 号      〃  松 本  勇  障害者支援ネットワーク協議会 

９  ５ 号      〃  中里由架利 Ｄ ｅ ｎ ＆ Ｄ ｅ ｎ  

10 ６ 号  障害者等、障害児の保護者又は介護者 町 田  弘 之  公 募  

11 ６ 号      〃  松 本  曜  公 募  

12 ７ 号  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者  若 山  孝 之  す ま い る は う す  

13 ７ 号      〃  吉 澤  健 治  か っ ち ゃ ん の 作 業 所  

14 ７ 号      〃  田 辺  誠  パ ン 工 房 カ ウ ベ ル  

15 ７ 号      〃  石 井  悦 子  ニチイケアセンター鶴ヶ島 

16 ７ 号      〃  小 見  景 子  あゆみ福祉会つるがしま相談支援センター  

17 ８ 号  学 識 経 験 者  本 名  靖  東洋大学ライフデザイン学部  

 

【協議会開催状況】  

 開 催 日  概 要  

第 １ 回  平 成 29 年  5 月 12 日  ・ 第 ３ 期 障 害 者 支 援 計 画 の 概 要 に つ い て  

第 ２ 回  
平 成 29 年 11 月 10 日  ・ 障 害 者 団 体 等 の 懇 談 会 に つ い て  

・ 市 民 意 識 調 査 等 の 結 果 に つ い て  

第 ３ 回  平 成 29 年 12 月 20 日  ・ 第 ３ 期 障 害 者 支 援 計 画 （ 素 案 ） に つ い て  

第 ４ 回  
平 成 30 年  1 月 16 日  ・ 第 ３ 期 障 害 者 支 援 計 画 （ 案 ） に つ い て  

・ 市 民 コ メ ン ト に つ い て  平 成 30 年  1 月 26 日  
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２ 鶴ヶ島市障害者支援計画策定委員会設置要綱  

  

（設置） 

第１条 障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者計画、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第１項に規定する

市町村障害福祉計画及び児童福祉法第３３条の２０第１項に規定する市町村障

害児福祉計画を統合し、鶴ヶ島市障害者支援計画（以下「支援計画」という。）

を策定するため、鶴ヶ島市障害者支援計画策定委員会（以下「策定委員会」と

いう。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を所管する。 

(1) 支援計画の策定に関して必要な事項を審議するとともに、策定案の作成に

関すること。 

(2) その他支援計画の策定に関し必要なこと。 

 （構成） 

第３条 策定委員会の委員は、別表１に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に健康福祉部長、副委員長

に健康福祉部参事の職にある者をもって充てる。 

 （会議） 

第４条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

 （事務局） 

第５条 策定委員会の事務局は、障害者福祉課が担当するものとする。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定めることができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１０月１１日から施行する。 
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【委員名簿】  

 所  属  氏  名  備  考  

１  総 合 政 策 部 長  新  井  順  一   

２  総 務 部 長  中  野  波  津  巳   

３  市 民 生 活 部 長  柏  俣  昌  実   

４  健 康 福 祉 部 長  新  堀  敏  男  委 員 長  

５  健 康 福 祉 部 参 事  石  島  洋  志  副 委 員 長  

６  都 市 整 備 部 長  有  隅    栄   

７  都 市 整 備 部 参 事  小  沢  亮  二   

８  教 育 部 長  三  村  勝  芳   

９  教 育 部 参 事  横  山  武  仁   

 

【策定委員会開催状 況】  

第 １ 回  平 成 29 年 12 月 22 日  ・ 第 ３ 期 障 害 者 支 援 計 画 （ 素 案 ） に つ い て  

・ 市 民 コ メ ン ト に つ い て  

第 ２ 回  平 成 30 年  3 月  9 日  ・ 第 ３ 期 障 害 者 支 援 計 画 (案 )に つ い て  

・ 市 民 コ メ ン ト の 結 果 に つ い て  

 


